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鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課 

地域ケア会議は、各地域の実情に応じて柔軟に運営していくものですが、地域や個

別事例の課題を効果的・効率的に解決していくためには、議事運営ノウハウや好事例

の共有を図っていくことが重要です。 

このマニュアルは、鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課が作成しています。 

地域包括支援センターにおかれましては、このマニュアルの内容を適宜活用いただ

きながら、地域ケア会議を効果的・効率的に運営いただきますようお願いいたします。 
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１ 地域ケア会議の意義と仕組み 

（１）地域ケア会議の意義 

地域ケア会議は、地域包括支援センターの業務である包括的継続的ケアマ

ネジメント支援業務を効果的に実施するために、介護保険法第115条の48第１

項の規定に基づき設置された会議です。 

厚生労働省通知（地域包括支援センターの設置運営について（平成18年10月

18日老計発第1018001号、厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課

長連名通知）によれば、地域ケア会議の目的・機能は以下のとおりとされてい

ます。 

 

ア 地域ケア会議の目的 

（ア）個別ケースの支援内容の検討を通じた、 

ａ 地域の介護支援専門員の、法の理念に基づいた高齢者の自立支援に資
するケアマネジメントの支援 

ｂ 高齢者の実態把握や課題解決のための地域包括支援ネットワークの構  
築 

c 個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握 

（イ）地域づくり、資源開発並びに政策形成など、地域の実情に応じて必
要と認められる取組の推進 

 

イ 地域ケア会議の機能 

（ア）個別課題の解決 

多職種が協働して個別ケースの支援内容を検討することによって、高
齢者の課題解決を支援するとともに、介護支援専門員の自立支援に資
するケアマネジメントの実践力を高める機能（「指定居宅介護支援等
の事業の人員及び運営に関する基準」（平成 11 年厚生省令第 38 
号）第 13 条第 18 号の２の規定により届け出られた居宅サービス計
画に関する事項の検討を含む。） 

（イ）地域包括支援ネットワークの構築 

高齢者の実態把握や課題解決を図るため、地域の関係機関等の相互の連
携を高め地域包括支援ネットワークを構築する機能 

（ウ）地域課題の発見 

個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した課
題を浮き彫りにする機能 

（エ）地域づくり・資源開発 

インフォーマルサービスや地域の見守りネットワークなど、地域で
必要な資源を開発する機能 

（オ）政策の形成 

地域に必要な取組を明らかにし、政策を立案・提言していく機能 
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（２）鈴鹿亀山地区広域連合における地域ケア会議の仕組み 

鈴鹿亀山地区広域連合（以下「広域連合」という。）の地域ケア会議は、介護

保険法や厚生労働省通知を踏まえ、以下の図のとおり、個別レベルの「地域ケ

ア個別会議」「自立支援型地域ケア会議」、圏域レベルの「地域ケア圏

域会議」、市レベルの「地域ケア推進会議」の４つの会議で構成してい

ます。 

 

両計画を一体的に策定

庁内の各種調整会議による検討・取組

地域ケア推進会議

地域ケア推進会議

個別事例の検討から把握された圏域レベルの課題

政策として提言

市レベル

圏域レベルでは解決できない地域課題

フィードバック

地域ケア圏域会議

圏域レベル

※役割：圏域レベルの地域課題の解決

・個別事例の検討から把握された課題

・圏域の専門職・関係者が把握した課題

※参加者：地域の専門職・関係者
※事務局：地域包括支援センター

※開催回数：年３回程度

鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会

亀山市高齢者福祉計画策定委員会

鈴鹿市高齢者福祉計画検討委員会（庁内委員会）

亀山市高齢者福祉計画策定調整会議（庁内委員会）

鈴鹿亀山地区介護保険事業計画策定委員会

鈴鹿市高齢者施策推進協議会

亀山市高齢者福祉推進協議会

地域ケア個別会議

個別レベル

※役割：個別事例（困難事例等）の課題解決

：専門職への職務を通じたトレーニング（ＯＪＴ）

※参加者：個別事例に関係する幅広い地域の専門職

（医療・介護関係者以外も含む）等
※事務局：地域包括支援センター

※開催回数：随時（困難事例等発生時）

自立支援型地域ケア会議

※役割：自立支援に資するケアマネジメントの検討

：専門職への職務を通じたトレーニング（ＯＪＴ）

※参加者：医療・介護の専門職等

※事務局：基幹型包括支援センター
※開催回数：鈴鹿市月１回～２回程度

亀山市２か月に１回程度

広域連合・鈴鹿市・亀山市における施策の展開

解決

※関係団体・機関の取組

※行政の対応

※他の会議等への提言

解決

※地域の専門職・関係者に

よる取組

※役割：市レベルの課題の解決

・圏域レベルでは解決できない課題

・市全体で対応すべき課題

※参加者：関係団体・機関の代表者
※事務局：市・基幹型包括支援センター

解決

※地域の専門職・関係者に

よる取組

フィードバック
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地域ケア会議は、医療・介護関係の専門職のほか、福祉関係者、地域関係者、

警察・消防関係者など広範な関係者が参集し、各関係者の知見を活かすととも

に、各関係者の取組を進めることにより、地域ケアに関わる様々な課題の解決を

図ります。 

また、広域連合における地域ケア会議は、３層構造の会議構成とすることによっ

て、個別事例の課題・地域レベルの課題・市レベルの課題を総合的に解決するこ

とを目指しています。 

 

ア 個別レベル 

   （ア）地域ケア個別会議 

地域包括支援センターが開催する地域ケア個別会議（以下「個別会議」と

いう。）では、個別事例に関係する地域の専門職・関係者（医療・介護関係

者以外も含む）の参集を求め、個別事例（困難事例等）の検討を行うことに

より、個別事例の解決と、専門職の能力向上を図ります。 

個別会議の事例は、緊急性・重要性の高いもの、ケアマネジャー等関係者

が希望するものを優先して取り上げ、必要時に随時開催します。 

また、困難事例等の個別事例の背景には、地域レベルで対応すべき課題が存

在している場合があります。個別会議においては、個別事例の検討を通じて、

地域に不足する資源など行政課題の発見・解決策の検討につなげる、地域レベ

ルの課題を抽出する機能も持っています。 

（イ）自立支援型地域ケア会議  

自立支援型地域ケア会議（以下「自立支援型会議」という。）では、事業

対象者や要支援者について、多職種の視点で支援を考える会議です。 

目的としては、介護支援専門員が利用者個人の自立支援に資するアプロー

チができるよう、多職種の専門的な視点に基づく助言を通じ、一連のケアマ

ネジメントの質の向上を図り、「自立支援」を目的としたケアプラン作成に

生かすことができることがあげられます。また、出席者全員が「自立支援」

に資するケアマネジメントの視点やサービス等の提供に関する知識を習得

し、スキルアップを図ります。そして、地域の関係機関等の相互連携を深

め、地域包括支援ネットワークを構築すること、検討する事例を積み重ねる

ことにより、地域に不足する資源など行政課題の発見・解決策の検討につな

げます。 

 

イ 圏域レベル 

（ア）地域ケア圏域会議 

地域包括支援センターが開催する地域ケア圏域会議（以下「圏域会

議」という。）では、地域の専門職、関係者が参集し、地域レベルの課

題について検討を行います。地域レベルの課題としては、個別会議におけ

る個別事例の検討から把握された課題のほか、地域の専門職・関係者が把
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握した課題が考えられます。圏域会議では、こうした地域レベルの課題の検

討を行い、地域の専門職・関係者による取組を通じた課題の解決を目指しま

す。また、圏域会議では、地域レベルでは解決できない課題の抽出を行

い、市レベルでの課題の検討につなげます。 

 

ウ 市レベル 

（ア）地域ケア推進会議 

鈴鹿市・亀山市がそれぞれ開催する地域ケア推進会議（以下「推進

会議」という。）では、関係団体・機関の代表等が参集し、市レベルの

課題について検討を行います。市レベルの課題としては、圏域会議で抽出さ

れた「地域レベルでは解決できない課題」や「市全体で対応すべき課題」が

考えられます。推進会議では、こうした市レベルの課題の検討を行い、

関係団体・機関行政等による対応、他の会議等（鈴鹿市高齢者施策推進協

議会、亀山市高齢者福祉推進協議会、鈴鹿亀山地区広域連合介護保険運営

委員会）への提言等を通じて、課題の解決を図ります。また、各地域包括

支援センター長は、推進会議で議論された結果を各地区の個別レベルや圏

域レベルの会議へフィードバックし、さらに議論を深めます。 

 

なお、個別会議・圏域会議は、地域づくり協議会（鈴鹿市）地域まちづくり

協議会（亀山市）や地区民生委員児童委員連絡協議会等の地域団体との連携な

ど、地域の実情に応じて開催していくことが重要です。 

また、個別レベル、圏域レベルの会議出席者のスキルを向上させるため、地

域ケア会議の実践に関する全国的な好事例等について、市レベルでの実践的な

研修会・講演会等の開催を検討していきます。他の地区の圏域会議に参加する

など、知見を高めることも必要です。好事例の共有を行い、より充実した会

議の運営が望まれます。 

 

２ 会議開催前の事前準備 
（１）参加メンバー 

ア 個別会議の出席者 

個別会議の出席者は、ケアマネジャー、地域包括支援センター職員、サービ

ス提供事業所、民生委員児童委員、医療機関・薬局、警察・消防、本人・家

族・地域住民等、個別事例の相談者、個別事例の関係者等、個別事例・議題

について専門的知見を有する関係者等が考えられます。困難事例の中には、

要介護者本人に障害があるケースや、要介護者の同居家族が障害者であるケ

ースなど、障害分野と緊密に連携して取り組む必要があるケースも存在しま

す。こうしたケースや課題が議題となる場合には、個別会議や圏域会議に障

害関係の支援機関の出席を求めるとともに、障害関係の支援機関と緊密に連

携しながら、支援を行います。 
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イ 自立支援型会議の出席者 

自立支援型地域ケア会議は、事業対象者・要支援者の事例を担当する介護

支援専門員等と事例に関係するサービス提供事業所、担当地域包括支援セン

ターが出席し、専門職アドバイザーとして、理学療法士（作業療法士）、薬

剤師、管理栄養士、歯科衛生士、生活支援コーディネーター、行政が参加

し、多職種の視点で支援について考えます。 

 

 

ウ 圏域会議の出席者 

圏域会議の出席者としては、毎回の出席者とテーマごとの出席者が考えら

れます。 

毎回の出席者としては、医療、介護、福祉、地域、警察・消防関係等の関

係団体・機関の地区担当・代表等が考えられます。こうしたメンバーが参

加することにより、各分野の知見を活かせるとともに、関係団体を巻き込ん

だ取組につながりやすくなり、個別事例や地域レベルの課題の解決に資するも

のと考えられます。 

あわせて、毎回出席する参加メンバーの確保により、地域ケア会議に関する

知見が積み重ねられ、会議がより効果的・効率的に運営されるようになるとと

もに、関係団体・機関の理解が進み、課題の解決に資することが期待されま

す。地域の課題を議論する圏域会議における毎回の出席者の考え方としては、

医療・介護・福祉関係者や地域の代表者レベルが中心となることが多いものと

想定される一方、テーマによっては、より広範な地域の関係者の出席を求める

ということが考えられます。 

テーマに即した関係団体・機関等とつながりがない場合は、基幹型地域包括

支援センターから協力要請するなど、必要な関係者に出席してもらえるよう準

備することが重要です。圏域会議におけるテーマごとの出席者としては、テ

ーマについての先進的な取組や好事例についての話題提供者を他圏域や市外等

から招聘するなど、議論が活発化するような出席者を検討し、出席調整を行

います。 

 

（２）開催方法 

個別レベルの会議は、個人情報を取り扱うため、原則、対面で開催します。

圏域レベルについては、個人情報を取り扱わないことから、Ｗｅｂ会議ツール

等を活用しての開催が可能です。 

ただし、圏域レベルであっても、個人が関係する内容であるときは、対面で

実施します。 

 
（３）日程調整 
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幅広い関係者の出席を図るため、参加メンバーのスケジュールを聴取し

たうえで、日程を決定します。参加メンバーは、通常の業務を抱えてい

ますので、可能な限り、早い段階で日程を調整し、早期に参加メンバー

の日程を確保することが肝要です。この場合、各回の議題（テーマ）を設

定する前に日程を決定しなければいけない場合も多いと考えられますの

で、毎回出席するメンバー（医療、介護、福祉、地域、警察・消防関係等

の関係団体・機関の地区担当・代表等）の日程を調整したうえでできる限

り多くのメンバーが出席できる日程を確保します。 

なお、テーマごとのメンバーを含め、各関係者が予測を持つことによ

り、多くの関係者が会議に参加しやすくなるという観点から、多くの関係者

の都合が付きやすい日程で規則的に設定する（例えば、隔月の第２●曜日の

●時～とか）ことなども考えられます。 

ただし、同じ曜日や時間帯を設定することは、メンバーによっては常

に会議に参加できない状況にもなりかねないため、会議の構成メンバーに

より日中開催や夜間開催などの調整に配慮することが必要です。 

 

（４）個別会議における議題（テーマ）の選定 

ア 議題とする個別事例の選定方法 

個別会議については、早期解決を目指す専門職や関係者等が抱える困難事

例を議題とします。 

 

イ モニタリング結果、課題への対応状況の報告 

個別会議における議論を効果的なものとしていくためには、事例について

の検討結果をフォローし、検証していくことが重要です。このため、個別

会議で検討した個別事例への対応状況（モニタリング結果）を「地域ケア

個別会議報告様式」で基幹型地域包括支援センターへ報告し、検討結果やモ

ニタリング結果を検証することによって、今後の事例検討に活かしていくこ

とが必要です。また、個別会議で検討した個別事例について、地域レベルの

課題や市レベルの課題が抽出された場合は、圏域会議や推進会議で検討し、推進

会議で合意した対応方針は基幹型地域包括支援センターから地域包括支援セン

ターへ報告します。 

  

 （５）自立支援型会議における課題（テーマ）の選定 

ア 議題とする個別事例の選定方法 

「介護予防」は、単に要介護状態の軽減や悪化防止だけでなく、高齢者本

人の自己実現と生きがいを持ち、自分らしい生活を送ることが重要です。改

善が進みにくいケースや「現在安定しているケースであるが、このままの支

援を継続していく方向でいいのか」等のケースが想定されます。個別会議の

議題となるような、いわゆる処遇困難ケースは除きます。 
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イ 議題のテーマ（例） 

・専門職からの助言によって改善が期待できるケース 

・会議で出された意見や支援方針等が展開しやすい普遍的なケース 

・生活不活発病（廃用性症候群）のケースまたは将来的になり得ると思われる

ケース                             など 

 

ウ 取り扱う事例数 

１事例概ね35分程度で議論を行い、１回の会議で議論する件数は２事例程

度とする。 

 

エ モニタリング結果、課題への対応状況の報告 

検討した事例への対応状況を担当ケアマネジャーに確認し、地域包括支

援センターが当該対象者の様式４「自立支援型地域ケア会議報告様式」モ

ニタリング欄に記載のうえ、基幹型地域包括支援センターを通じて広域連

合へ報告します。検討結果やモニタリング結果を検証することによって、

今後の事例検討に活かしていくことが必要です。また、個別会議で検討し、

地域レベルの課題や市レベルの課題が抽出された場合は、圏域会議や推進会議で

検討し、推進会議で合意した対応方針は基幹型地域包括支援センターから地域

包括支援センターへ報告します。 

 

（６）圏域会議における議題（テーマ）の選定 

ア 議題とする地域課題の選定方法 

圏域会議においては、個別会議の事例検討の議論から抽出された地域レベ

ルの課題を議題とすることが必要です。医療・介護の専門職や福祉関係者、

地域関係者、警察・消防関係者等から、地域レベルの課題についての意見

を聴取し、議題を選定していくことも重要です。個別会議の事例検討等か

ら抽出された地域レベルの課題を踏まえたうえで、地域ケア会議における検

討例を参考に地域でのより具体的な課題解決につながるような議題を選定しま

す。 

 

イ 課題への対応状況・推進会議合意事項等の報告 

圏域会議における議論を効果的なものとしていくためには、地域課題につ

いての検討結果をフォローし、検証していくことが重要です。このため、圏

域会議で検討した地域課題への対応状況を次回の推進会議で報告し、検討結

果や対応状況を検証することによって、今後の課題検討に活かしていくこと

が必要です。また、圏域会議で検討した地域課題について、市レベルの課題

が抽出された場合は、当該課題に関して推進会議で合意された対応方針を報

告します。上記とあわせ、市レベルの議論との連携を図っていく観点から、
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推進会議における合意事項等について、圏域会議の場で報告を行っていくこ

とも必要です。 
 

（７）資料の作成・事前送付 

地域ケア会議における議論を効果的・効率的に実施するためには、検討に 

当たって必要な情報を、可能な限り簡潔明瞭に記載した資料を用意すること

が重要です。個別会議においては、共通事例様式（地域ケア個別会議事例検

討シート）を参考に、多職種連携による効果的な議論が行えるよう、必要時

は追加資料等を準備します。自立支援型会議においては、利用者基本情報、

基本チェックリスト、介護予防サービス・支援計画表を基本とし、必要時は追

加資料等を準備します。 

個別事例等に関する資料の作成に当たっては、事例検討を効果的に行える

よう、当該事例に関係する広範な関係者等から必要な情報を収集します。こ

の点に関しては、介護保険法第115条の48第３項・第４項の規定により、

地域ケア会議は、必要に応じて関係者等に対し、資料や情報の提供、意見の

開陳等の必要な協力を求めることができるとともに、関係者等は、これに

協力するよう努めなければならないとされています。 

また、これにあわせて、指定居宅介護支援事業所の運営基準（広域連合

条例）等においても、地域ケア会議への必要な協力について規定されていま

す。これらの規定を根拠にして、関係者等から必要な資料や情報の提供を受

けます。 

なお、これらの介護保険法等の規定によって、地域ケア会議のメンバー間

で本人の同意なく必要な情報を共有できることとなっていますが、実際の運

用に当たっては、同意を得ることが困難であり、かつ、高齢者の日常生活を

支援するために特に必要がある場合を除き、本人の意思を尊重し、あらかじめ

本人の同意を得ておくことが望ましいです。 

圏域会議においては、地域の課題やそれに関係する事例等が十分に分かる

とともに、課題への対応方針が明確化されるような資料を作成します。課題へ

の対応方針については、会議の場でいきなり考えることにも限界があるため、

関連が深い参加メンバーの意見等を聴取しつつ、事務局でたたき台を作成の

上、資料として提出することも有効な方策と考えられます。会議での議論を

円滑に行うとともに、可能な限り、多くの事例や課題についての議論を可能

にするため、主要な部分だけでもよいので、当日の資料を、参加メンバーに

対して、余裕を持って、事前送付することが望ましいです。 

個別レベルの会議においては、多職種連携による効果的な議論が行えるよ

う、助言者には事例を事前に送付し、必要時は事例について事前説明等を行

い、会議において専門分野に係る助言をしてもらえるよう準備を行います。

なお、事前送付の際は、必要最低限にとどめるなど、個人情報の取り扱いに

十分配慮することが必要です。当日の会議運営を効果的に行うために、当日
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までの準備事項については、計画的に進めることが重要です（次ページの

例を参照）。 

 
圏域会議のながれ≪例≫ 

 地域包括支援センター 基幹型地域包括支援センター 事例提供者 助言者（専門職） 

会議２か月～１か月前 
□事例提供者の決定 

□事例の選定 
□事例選定状況の確認 

□検討事例関係

資料を準備（概

要のみで可） 

 

会議１か月前 □検討事例関係資料の作成（概要のみで可） 

会議１か月～２週間前 

□事前打合せ ※事例提供者・助言者は必要時参加   

□会議案内 

□事例関係者・事例に合っ

た助言者の参加調整 

□事例に関する必要な情

報収集 

 

□検討事例関係

資料の作成 

□事例に関する

必要な情報の

収集 

 

会議２週間前 □検討事例関係資料の受け取り・確認 

会議２週間～１週間前 

□検討事例関係資料の完

成・追加資料の作成 

□参加者の確認 

□進行のための準備 

□検討事例関係資料・追

加資料の確認 

□事例関係者へ

の聞き取り・打

合せ等（必要

時） 

 

会議１週間前 検討事例関係資料の関係者・助言者への送付 

会議数日前    
□検討事例関係資料

日受取り・読込み 

会議当日 全員参加 

会議終了後 

□地域ケア圏域会議報告

書（様式）を作成し、参加

者に送付 

□地域ケア圏域会議の議

論のまとめ（様式）を基

幹型地域包括支援セン

ターに提出 

□提出書類を受取り、地

域ケア推進会議資料

を作成 
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自立支援型会議のながれ≪例≫ 

 基幹型包括 地域包括 事例提供者 助言者 

会議１か月前 
 □事前提供者の選定・出席 

依頼 

  

会議１か月前から 

３週間前まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

□地域包括から資料を

受け取る 

□事例提供者と相談し、サー

ビス事業所の出席者を選

定し、出席依頼 

 

 

□事例提供者から資料を受

け取り、事例内容を把握す

る 

□基幹型包括へ資料を持参

で提出 

□事例対象者に了承を得

る 

□会議資料の準備 

□サービス提供事業所へ

聞き取り実施 

□地域包括へ資料を持参

で提出 

 

会議１週間前まで 

□事前打ち合わせ  

 

□資料を受け取り、

事例内容を把握 

□基幹型包括へ追

加情報を取得依

頼 

□助言者へ資料及び関

係書類を郵送 

 

 

□適宜、地域包括へ追

加書類を依頼 

 

 

 

 

 

 

□事例提供者へ追加書類を

依頼 

 

 

 

 

 

 

 

□地域包括へ追加書類を 

持参で提出 

前日まで 
 □基幹型包括へ追加書類を

持参で提出 

  

会議開催まで 
□追加書類の受け取

り・準備 

   

会議当日 
□会議に出席 

□資料を回収し、廃棄    

会議終了後 

２週間以内 

□様式５を作成し、市及

び広域連合へ提出 

□地域包括から様式４

を受け取り、市及び

広域連合へ提出 

□様式４を作成 

□基幹型包括へ様式４をデ

ータで提出 

  

 
□助言者へ様式４をデ

ータで送付 

□事例提供者へ様式４を提

供 

 

□様式４の受け取り 

 

□様式４の受け取り 

６か月後 

（モニタリング） 

 

 

 

 

 

 

□地域包括から様式４

を受け取り、市及び

広域連合へ提出 

 

 

□事例提供者にモニタリング

を実施 

□様式４のモニタリング欄に

追記 

□基幹型包括へ様式４を提

出 

□対象者の会議後の状況

を確認 

□地域包括へ会議後の状

況を報告 

 

  □圏域内の居宅へ情報提供   
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３ 会議の議事運営 

（１）司会・時間管理 

個別レベル、圏域レベルの会議においては、地域包括支援センターが司会を行
い、議事運営を効率的、効果的に実施します。圏域会議については、可能な限
り、短時間で議論できるように、説明や議論は、簡潔明瞭に行うようにしま
す。司会者は、下の例（標準的な司会進行フォーマット）を参考にして、多
職種連携による効果的、効率的な検討が行えるよう、議事運営に留意しま
す。 

 

● 地域ケア圏域会議≪例≫ 
実施事項 所要時間 発言者 実施内容 実施のポイント 

開催 １～３分 司会者（包括） 
挨拶 

資料確認 
 

事例説明 ４～６分 事例提供者 テーマ、現状等について説明 ・要点のみ説明する 

事例の補足説明 ３～５分 事例関係者 補足説明  

質問 ３～５分 参加者全員 テーマに関する質問  

検討事項の確認 １～３分 司会者（包括） テーマと検討事項の確認 
・質問事項も踏まえ、論点を

整理する 

討議 15～20分 参加者全員 検討事項について討議 
・司会は論点整理等行いな

がら、時間を調整する 

まとめ ３～５分 

助言者（専門職） 検討したことのまとめ 
・それぞれの専門性の視点

から助言を行う 

司会者（包括） 
① 今後の取組内容を確認 

② 地域課題等についてのまとめ 

・得られた意見や助言を集約

し、取組方針や地域課題等

について確認する 

報告 ５～10分 

司会者（包括） 

推進会議合意事項の報告  

その他 ５～10分 今後のスケジュールの確認等 

・可能であれば、次回のテー

マ等の選定を行うの選定を

行う 

閉会 １～３分 次回の開催日時・場所の案内  

 
● 自立支援型会議≪例≫ 
 実施事項 発言者 実施内容 実施のポイント 

一 

事 

例 

目 

開催説明 司会者 
挨拶・会議の趣旨説明・資料の確

認 
 

冒頭説明・自己紹介 ファシリテーター 冒頭説明・自己紹介（出席者）  

事例説明 事例提供者 事例の説明 ・事例の要点のみ説明する 

事例補足説明 
サービス事業者・地域包

括支援センター職員 
事例の補足説明 

・事例提供者、サービス事業者より

追加情報を説明する 

質疑応答 アドバイザー（専門職） 事例についての質問 
・課題を明確にするための質疑応答

を行う 

検討事項確認 ファシリテーター テーマと検討事項の確認 
・質問事項を踏まえ、論点を整理す

る 

助 言 アドバイザー（専門職） 事例についての助言 

・専門職の視点より、検討事項に限

らず、事例の支援方針について助

言を行う 

まとめ ファシリテーター 

事例提供者が今後取り組むこと

の確認 

地域課題等についてのまとめ 

・得られた意見や助言を集約し、今

後の支援方針について確認する。

事例から考えられる地域課題等に

ついても補足を行う 

方針確認 
事例提供者・地域包括支

援センター職員 

助言を受けての今後の方針等の

確認 

・事例提供者、地域包括支援センタ

ーより今後の支援方針の確認や所

感等について発言する 

二 事 例 目 
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（２）守秘義務 

介護保険法の規定により、地域ケア会議に参加する者又は参加していた者

は、正当な理由がなく、地域ケア会議において、知り得た秘密を漏らしては

ならないこととされています。また、これに違反した場合は、１年以下の拘

禁刑又は100万円以下の罰金とする罰則規定が設けられているところです。

（法第115条の48第５項、法第205条２項）参加メンバーに対しては、このよ

うな守秘義務の取扱いについて、会議開催前に周知を行っておきます。また、会

議当日は、広域連合等が作成した守秘義務に関する資料を配付、説明します。

あわせて、個人情報が記載された資料は、持ち帰りを禁じ、地域包括支援センタ

ーにおいて確実に回収します。 

 
（３）傍聴・見学について 

地域ケア圏域会議については、公開であるため、傍聴希望者がいる場合には

「地域包括ケア会議における傍聴要領」に従って傍聴を受け入れます。傍聴要

領を傍聴者に渡し、傍聴許可申出書に氏名、住所、及び連絡先を記入し、地域包

括支援センターで適正に管理します。 

個別会議については、検討する事例が特定の個人を鑑別できる可能性があ

り、また、会議の中立性が損なわれる恐れがあるため非公開で行います。 

圏域会議、自立支援型会議における学生や研修医の実習・見学については、鈴

鹿市、亀山市の高齢者福祉の推進につながり、ほかの自治体の職員については、

公益性が認められることから、見学を受け入れることができます。その際は「個

人情報保護に関する誓約書」に所属（学校名）、氏名、住所、連絡先を記入し、

圏域会議は地域包括支援センターで、自立支援型会議は基幹型地域包括支援セン

ターで適正に管理します。 

 
（４）議論のまとめ 

  会議における議論を各種対応に確実につなげていく観点から、課題を解決で

きたかどうかにかかわらず、会議の終了前に、検討結果（対応方針、抽出された

課題等）を圏域会議の場合は地域包括支援センターが、自立支援型会議の

場合は基幹型地域包括支援センターでまとめます。 

議論のまとめは、「４会議終了後の対応」で記載するとおり、所定の様

式に記載して、圏域会議の場合は広域連合及び基幹型地域包括支援センタ

ーに、自立支援型会議の場合は基幹型地域包括支援センターを通して広域

連合に提出しますが、記載内容を再度確認することが困難な出席者もいますの

で、会議の場で明確に検討結果を確認し、確定しておくことが重要です。 

 

４ 会議終了後の対応 

（１）報告様式の提出等 
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ア 報告様式の提出 

地域レベルの会議の議論をタイムリーに推進会議に反映させるととも

に、地域ケア会議全体の議論を市として把握していくため、地域包括支援セ

ンターは、基幹型地域包括支援センターが定める提出期限までに、所定の報

告様式を基幹型地域包括支援センターに提出します。 

個別会議については、様式１に必要事項を記載したうえで、検討を行った

会議終了後２週間以内に、基幹型包括支援センターに提出します。あわせ

て、事例についてモニタリングを行い、様式１にモニタリング結果を記載

して、会議終了後４週間以内に基幹型地域包括支援センターに提出します。

基幹型地域包括支援センターは、地域包括支援センターから提出された様式

１を広域連合へ提出します。 

自立支援型会議については、地域包括支援センターは様式４に必要事項を

記載したうえで、基幹型地域包括支援センターへ提出します。基幹型地域包

括支援センターは、様式５を作成し、様式４とまとめて市及び広域連合に提出

します。 

圏域会議については、地域包括支援センターは様式２及び様式３に必要事

項を記載したうえで、検討を行った会議終了後２週間以内に、基幹型地域包

括支援センターに提出します。基幹型地域包括支援センターは、地域包括支

援センターから提出された、様式２及び様式３を市及び広域連合へ提出しま

す。 

議論の内容を記録で残すという観点から、様式１～３とは別に、議事録を

作成することも有効な方策です。なお、様式１～３の内容を充実すること

で、議事録としての機能を持たすこともできると考えられます。 

 

（２）参加メンバーによる議論内容の共有 

様式１～４や議事録の内容は、関係者の合意を得た上で作成します。このため、

内容確認が可能なメンバーや、議題について多くの発言を行ったメンバー等には、 

地域包括支援センターが記載した内容を確認してもらうことが望ましいです。た

だし、会議終了後の様式・議事録の記載内容の確認が困難であるメンバーもいる

ので、会議の場で、検討結果を明確に確認することによって、関係者の合意に基づ

く様式や議事録の作成を図ります。 

なお、圏域会議の報告様式２、３や議事録など、圏域会議の議論内容を示す書

類は、次回会議の開催案内の送付や次回会議の資料の事前送付の際に参加メンバー

・ 個別会議・・・様式１ 会議終了後２週間以内 

（モニタリング・・・様式１に追加し、会議終了後４週間以内） 

・ 自立支援型会議・・・様式４・５ 会議終了後２週間以内 

（モニタリング・・・様式４に追加し、会議終了後６か月後） 

・ 圏域会議・・・様式２・３ 会議終了後２週間以内 
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に配付し、議論内容の共有化を図ることが重要です。 

 

（３）その他 

ア 地域包括支援センターと関係機関との連携による対応 

厚生労働省通知に基づき、地域ケア会議に基づく対応の実施に当たっては、

以下の点に留意してください。 

・地域包括支援センターは、医療・介護等の多職種や地域の支援者との協働体制

を充実していくため、在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、

認知症総合支援事業などを推進する市町村の取組及び関係者と緊密な連携を図

る。 

・困難事例等で多く存在する医療的な課題への対応を推進していく観点から、地域

包括支援センターは、地域の医師と緊密な連携を図る。 

 

５ 地域包括支援センターにおける評価との連動 

（１）地域包括支援センターの運営を効果的なものとするため、地域包括支援セン

ターは事業の質の評価を、保険者は事業の実施状況及び事業内容・運営状況に関す

る情報の公表を行うことが義務づけられています。（平成30年４月施行）広域

連合においては、義務化以前から、センターの事業評価を行っていますが、

評価の客観性・具体性をより高める観点等から、順次、センターの評価基準の見

直しを行っています。 

 

（２）地域ケア会議関係業務の重要性に鑑み、事業評価制度の中で、地域ケア会議関係

業務の実施状況の評価・公表も行っていますので、地域包括支援センターにおい

ては、こうしたことも踏まえて、地域ケア会議関係業務を実施していくことが

重要です。 
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様式１：地域ケア個別会議報告様式 

 

 

　　　地域ケア個別会議（　　　　　 圏域）

年 月 日

： ～ ：

本人 家族・親族（同居・別居）続柄（　　　　　）

近隣住民・知人 民生委員児童委員 警察

地域包括支援センター 医療機関 消防

介護保険サービス事業者 介護支援専門員 その他（　　　　）

町会関係 人 医師 人 介護保険サービス事業者 人

地区社会福祉協議会 人 歯科医師 人 介護支援専門員 人

市社会福祉協議会 人 薬剤師 人 （ ） 人

民生委員 人 看護師 人 （ ） 人

まちづくり協議会 人 保健師 人 （ ） 人

その他 　 医療相談員 人 地域包括支援センター 人

（ ） 人 社会福祉士 人 （ 課） 人

（ ） 人 警察 人 （ 課） 人

（ ） 人 消防 人 （ 課） 人

（ ） 人

　 　 　 計 人

テーマ

　 年 月 日

※医療と介護の連携に関する課題を含む

　　　本人の問題が解決した日 年 月 日

令和 年 月末現在

実施年月日
令和

会場

相談者

（事例提供者）

0

参加者

令和　初期相談　　　　　　

様式１：地域ケア個別会議 報告様式

モニタリング

地域の課題

検討結果

事例の課題

事　例

※次回以降開催の地域ケア個別会議で報告し、問題点及び方向性を再検討する。

（令和 ）
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様式２：地域ケア圏域会議報告様式① 

 

　　　地域ケア圏域会議（　　　　　 圏域）

年 月 日

： ～ ：

町会関係 人 医師 人 介護保険サービス事業者 人

地区社会福祉協議会 人 歯科医師 人 介護支援専門員 人

市社会福祉協議会 人 薬剤師 人 （ ） 人

民生委員児童委員 人 看護師 人 （ ） 人

まちづくり協議会 人 保健師 人 （ ） 人

その他 　 医療相談員 人 地域包括支援センター 人

（ ） 人 社会福祉士 人 （ 課） 人

（ ） 人 警察 人 （ 課） 人

（ ） 人 消防 人 （ 課） 人

（ ） 人

　 　 　 計 人

検討結果

0

議　題

検討内容

参加者

様式２：地域ケア圏域会議 報告様式

実施年月日
令和

会場
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様式３：地域ケア圏域会議報告様式② 

 

　 　　　実　施　日　：令和 　　年　　月　　日  地域包括支援センター

①課題

　　②関係する個別事例

　（①に関する個別事例がある

　　場合に記入）

③地域での

解決の是非

（〇・×）

④地域での対応方針

（③が〇の場合に記入）

⑤市レベルで期待すること

（任意記入）

1 　

2 　

3

4

5

6

地域ケア圏域会議の議論のまとめ

　※会議での検討結果（メンバーが合意した結果）を１～２枚程度で可能な限り具体的にまとめ、基幹型包括へ提出。

様式３：地域ケア圏域会議 報告様式
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様式４：自立支援型地域ケア会議報告様式① 

包括名 第

　 年 月 日 　 　

： ～ ：

事例提供者

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

参加者人数 人

テーマ

歳

今後の方針

(所感)

(評価日）　　　年　　　月　　　日頃

モニタリング

事例の選出理由

(事例の課題)

地域の課題

事例概要

〈町名〉

総

合

事

業

〈利用の有無〉              有　　　　無 〈検討の有無〉             有　　　　　無

〈利用していない理由〉

〈年齢〉 〈性別〉 〈介護度〉

行政（                     課） （

0

歯科衛生士 （

生活支援コーディネーター （

理学療法士・作業療法士 （

管理栄養士 （

〈アドバイザー〉

薬剤師 （

事業所名 氏名

参加者

（傍聴含まず）

地域包括支援センター （

基幹型地域包括支援センター （

サービス提供事業所 （

サービス提供事業所 （

様式4：自立支援型地域ケア会議報告様式

地域包括支援センター 作成者

実施年月日

提出区分 検討終了後 モニタリング終了後

会　場



20  

様式５：自立支援型地域ケア会議報告様式② 

 

 

作成者

事例提供者

担当包括

対象者区分

テーマ

質問内容

助言内容

事例提供者

担当包括

対象者区分

テーマ

質問内容

助言内容

2

1

様式５：自立支援型地域ケア会議報告様式

包括名 （　　　）市基幹型地域包括支援センター

実施年月日
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個人情報保護に関する誓約書（地域ケア会議共通） 
 

 
 
 

個人情報保護に関する誓約書 

 

私は、地域ケア会議に出席するに当たり、知り得た個人情報について、守秘す

ることを誓約します。 

 
記 

 
１ 私は、地域ケア会議の出席に当たり、知り得た個人情報を目的以外に利用は致し

ません。 

 
２ 私は、地域ケア会議の出席に当たり、知り得た個人情報を不正に利用又は第三者

に提供することは致しません。 

 
３ 私は、地域ケア会議の出席に当たり、知り得た個人情報の紛失、盗難には細心の

注意を払います。 

 
 年 月 日 

 

 
鈴鹿亀山地区広域連合長 

 

 

 
所属（学校名等）  

 
氏名  

 
住所  

 
連絡先  
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傍聴要領 

地域ケア会議における傍聴要領 

 

１ 傍聴する場合の手続 

（１）会議の傍聴を希望する方は、会議の開催予定時刻までに、受付で氏名、住

所、及び連絡先を記入し、地域包括支援センターの指示に従って会議の会場に

入室してください。 

 
２ 会議の秩序維持 

（１）傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、係員の指示に従ってください。 

（２）傍聴者が３の規定に違反したときは、注意し、なおこれに従わないときは、

退場していただく場合があります。 

 
３ 会議を傍聴するに当たって守るべき事項 

傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、次の事項を守ってください。 

（１）会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と可

否を表明しないこと。 

（２）騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。 

（３）会場において、食事をしないこと。 

（４）会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし地域包括支

援センターの許可を得た場合は、この限りでない。 

（５）その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。 

 

傍聴許可申出書 
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参考資料１：関係法令・通知等 

 
（１） 介護保険法 

◎介護保険法（平成９年法律第 123 号） 

（地域支援事業） 

第百十五条の四十五 

２   市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となる

ことを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域

において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、

次に掲げる事業を行うものとする。 

三 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計

画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等

対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被

保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的

な支援を行う事業 

 
（会議） 

第百十五条の四十八    市町村は、第百十五条の四十五第二項第三号に掲げる事業の効果的な実

施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委

員その他の関係者、関係機関及び関係団体（以下この条において「関係者等」という。）

により構成される会議（以下この条において「会議」という。）を置くように努めなけ

ればならない。 

２ 会議は、厚生労働省令で定めるところにより、要介護被保険者その他の厚生労働省令で定

める被保険者（以下この項において「支援対象被保険者」という。）への適切な支援を図

るために必要な検討を行うとともに、支援対象被保険者が地域において自立した日常生活

を営むために必要な支援体制に関する検討を行うものとする。 

３ 会議は、前項の検討を行うため必要があると認めるときは、関係者等に対し、資料又は情

報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。 

４ 関係者等は、前項の規定に基づき、会議から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必

要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。 

５ 会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、会議の事務に関し

て知り得た秘密を漏らしてはならない。 

６ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会議が定める。 

 
第二百五条 

２ 第二十四条の二第三項、第二十四条の三第二項、第二十八条第七項（第二十九条第二項、

第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三   

条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。）、第六十九条の十七

第一項、第六十九条の二十八第一項、第六十九条の三十七、第百十五条の三十八第一項（第

百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。）、第百十五条の四十六第八項（第

百十五条の四十七第三項において準用する場合を含む。）又は第百十五条の四十八第五項の規

定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 
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（２） 厚生労働省通知 

◎地域包括支援センターの設置運営について（平成18年10月18日老計発第

1018001号 厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長連名通知）抜粋 

４ 事業内容 

(3)地域ケア会議の実施 

市町村は、包括的・継続的ケアマネジメント業務の効果的な実施のために、介護支援
専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、
関係機関 及び関係団体（以下、「関係者等」という。）により構成される地域ケア会議
の設置に努めなければならないこととされている。（法第 115 条の 48 第１項）。 
地域ケア会議は、医療、介護等の専門職をはじめ、民生委員、自治会長、ＮＰＯ法

人、社会福祉法人、ボランティアなど地域の多様な関係者が適宜協働し、介護支援専門
員のケアマネジメント支援を通じて、介護等が必要な高齢者の住み慣れた住まいでの生
活を地域全体で支援していくことを目的とするものである。なお、介護支援専門員の資
質向上に資するよう、市町村内の全ての介護支援専門員が必要に応じて地域ケア会議で
の支援が受けられるようにするなど、その効果的な実施に努めること。 

地域ケア会議の実施を通じ、個別ケースの検討により共有された地域課題を地域づく

りや政策形成に着実に結びつけていくことで、市町村が取り組む地域包括ケアシステム

の構築に向けた施策の推進にもつながることから、別紙を踏まえ、市町村とセンターが緊

密に連携し、かつ役割分担を行いながら、取組を推進していくことが求められる。（法

第115条の48第２項）。 

 

別紙 地域ケア会議の実施について（４(3)関係）  

 
１  地域ケア会議の目的 

（１）個別ケースの支援内容の検討を通じた、次に掲げる取組の推進 

①地域の介護支援専門員の、法の理念に基づいた高齢者の自立支援に資するケアマネジ
メントの支援 

②高齢者の実態把握や課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築 

③個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握 
（２）地域づくり、資源開発並びに政策形成など、地域の実情に応じて必要と認められ
る取組の推進 
 

２ 地域ケア会議の機能  

（１）個別課題の解決 

多職種が協働して個別ケースの支援内容を検討することによって、高齢者の課題解

決を支援するとともに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの実践

力を高める機能 

（２） 地域包括支援ネットワークの構築 

高齢者の実態把握や課題解決を図るため、地域の関係機関等の相互の連携を高め地域 

包括支援ネットワークを構築する機能 

（３） 地域課題の発見 

個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した課題を浮き彫り

にする機能 

（４）地域づくり・資源開発 

インフォーマルサービスや地域の見守りネットワークなど、地域で必要な資源

を開発する機能 

（５） 政策の形成 

地域に必要な取組を明らかにし、政策を立案・提言していく機能 

なお、市町村は、センターの提言を受け、日常生活圏域ニーズ調査結果等に基づき資
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源を開発し、次期介護保険事業計画に位置づける等の対応を図ることが望ましい。 

 
３ 地域ケア会議の主催者及び名称 

２の（１）から（３）については、主にセンター主催による「地域ケア個別会議」、エ及

びオについては検討内容によってセンターまたは市町村主催による「地域ケア推進会議」

と称するなど、会議の目的・機能に応じて設定することが考えられる。 

なお、各市町村において、すでに上記２の機能を有する会議を実施している場合、会議の

名称変更を強いるものではない。 

 

４地域ケア会議の構成員 

会議の目的に応じ、行政職員、センター職員、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関

する専門知識を有する者、民生委員その他関係者、関係機関及び関係団体（以下「関係者

等」という。）の中から、必要に応じて出席者を調整する。 

なお、地域の実情に応じて上記２（１）から（３）の場合は実務者、（４）及び（５）

の場合は地域包括支援ネットワークを支える職種・機関の代表者レベルによる開催が

考えられる。 

また、関係者等とは、それぞれ以下を想定している。 

(1) 保健医療に関する専門的知識を有する者 

 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、 

視能訓練士、義肢装具士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、 

（管理）栄養士、公認心理師 など 

(2) 福祉に関する専門的知識を有する者 

 社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、医療ソーシャルワーカー など 

(3) 民生委員その他の関係者 

 民生委員、生活支援コーディネーター、就労的活動支援コーディネーター、協議体の 

構成員、認知症地域支援推進員、若年性認知症支援コーディネーター、ヤングケアラー・ 

コーディネーター など 

(4) 関係機関・関係団体 

 都道府県医師会・郡市区医師会、医療機関、市区町村社会福祉協議会、民生委員児童 

委員協議会、住宅確保要配慮者居住支援協議会（以下「支援協議会」という。）、介護サ 

ービス事業所、企業、農業協同組合、生活協同組合、公民館、自治会 など 

 
５ 地域ケア会議の留意点  

（１）協力体制の確保 

地域ケア会議での検討を行うため、必要に応じて関係者等に対し、資料又は情報の提供、  

意見の開陳その他必要な協力を求めることができることとし、関係者等は、これに

協力するよう努めなければならないこととされている（法第 115 条の48第３項及

び第４項）。また、これに併せて、指定居宅介護支援事業所の運営基準においても、地

域ケア会議への必要な協力について規定されている。（指定居宅介護支援等の人員及び

運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号第13条第27号）。 

この趣旨は、地域ケア会議の構成員間で本人の同意なく必要な情報を共有できるこ

とを制度上可能とすることで、円滑に必要な支援につなげていくことを目的とする

ものである。一方、実際の運用に当たっては、同意を得ることが困難であり、か

つ、高齢者の日常生活を支援するために特に必要がある場合を除き、本人の意思を

尊重し、あらかじめ本人の同意を得ておくといった取扱いが望ましい。 

（２）関係者等への守秘義務 

（１）の情報共有を円滑にする仕組みを踏まえ、地域ケア会議に参加する者又は参加

していた者は、正当な理由がなく、地域ケア会議において知り得た秘密を漏らして
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はならないこととされた。これに違反した場合は、一年以下の懲役又は100万円以下の

罰金とする罰則規定を設けている。（法第 115 条の 48 第５項、法第 205 条２項）。

なお、刑法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和４

年法律第68号）の施行により、令和７年６月１日以降は「懲役」を「拘禁刑」と読み替

える。 

このため、関係者等には、このような情報共有の仕組みと守秘義務の取扱いについ

て事前に周知を行う必要がある。 

（３）効果的な実施に向けた市町村の役割 

地域ケア会議の実施に当たっては、まずは市町村が地域ケア会議の目的や管内で統一

することが望ましいルールや実施方法をセンターと共有しながら、個別ケースの検討

から地域課題を検討する地域ケア会議の全体的な流れ及び枠組みを構築する必要がある。

その際、センターが抽出した地域課題を市町村が適切に集約し、さらに当該地域課題の

活用方法等 も併せて提示することで、センターにおける主体的な地域ケア会議の取組に

つながっていく。 

なお、市町村は、要援護者の支援に必要な個人情報を、個人情報の保護の観点にも十

分留意しつつ、支援関係者間で共有する仕組みや運用について、センターと連携して構

築することが望ましい。 

（４）個別ケースの検討 

地域ケア会議は、個人で解決できない課題等を、必ずしも直接のサービス提供に関わ

っていない第三者を含めた多職種で解決し、そのノウハウの蓄積や具体的な地域課題の

共有によって、地域づくり・資源開発、政策形成等につなげ、さらにそれらの取組が個

人の支援を充実させていくという一連のつながりで実施することから、特に始点となる

個別ケースの支援内容の検討は極めて重要である。 

個別ケースの検討に当たっては、支援が必要な高齢者本人の課題認識や意向等を参加

者全員で共有しながら、課題への対応をともに検討していくことが必要であるため、本

人や家族が地域ケア会議に参加することが効果的である。 

 

（５）関係機関との連携 

センターにおいては、医療・介護等の多職種や地域の支援者との協働体制を充実してい

くため、在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総 合支援事業など

を推進する市町村の取組及び関係者と緊密な連携を図ること。 

なお、上記の在宅医療・介護連携推進事業のうち、市町村が設置する在宅医療と介護の

連携についての相談窓口は、地域の医療・介護関係者、センター等から相談を受け付ける

窓口であるため、センターにおいても適宜、連携を図っていただきたい。（住民からの

相談は、総合相談としてこれまでどおり地域包括支援センターが受け付けることを想定して

いる。） 

また、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正す

る法律」（令和６年法律第 43 号）が令和６年６月に公布され、同法において、支援協議会

は、地域ケア会議と相互連携に努めることとされているところである。こうしたことも踏ま

え、高齢者の安定した住まいの確保に取り組むため、例えば、当該市町村等において高齢者

の住まいに関する課題などがある場合には、地域ケア推進会議に支援協議会の構成員が参加

するなど適切に課題等情報共有し、相互に連携できる体制を構築しておくことが重要である。 
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参考資料２：個人情報の保護について 

鈴鹿亀山地区広域連合地域ケア会議における個人情報の保護について（基本指針） 

 
鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課 

 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるようにするためには、地域

包括支援センターが地域の関係者とともに高齢者の問題を解決し、地域で高齢者を

支えあう仕組みづくりを検討する地域ケア会議に取り組むことが重要です。 

個別地域ケア会議において、高齢者個人の問題を検討する際、専門職には守秘義

務がありますが、過度に抱え込んだ結果、高齢者本人が受けられるさまざまな支援が

制限されることは避けなければなりません。個別地域ケア会議で取り扱う事例は、当

該高齢者の利益のために問題を解決するためのものであるため、事例検討には本人の

同意を得ることが基本です。ただし、本人の同意が得られない場合でも、例外的に事

例検討する場合はあります（一般社団法人長寿社会開発センター 平成25年3月発行

「地域ケア会議運営マニュアル」47ページ）。 

地域包括支援センターは、事例検討会に専門職、民生委員など法律で個人情報の

保護が義務付けられている職種以外の地域関係者が参加する場合は、個別地域ケア

会議で使用する文書や記録の取り扱いについて、関係者に十分注意を促してくださ

い。 

 
１ 個人情報保護の基本 

地域包括支援センターは、介護保険法第115条の48第３項及び第４項、第５項に基

づき、個人情報保護の重要性を関係者と共有し、本人のプライバシーなどの基本的人

権を守るために必要な配慮をしてください。 

 
２ 地域包括支援センターの役割 

（１）事例検討の資料を作成する場合は、個人が特定されないように、必要以上の

情報を記載しない、表記方法を工夫するなど、十分留意する。 

（２）個別地域ケア会議を行う前に、関係者に個人情報保護の規定及び書類等、情

報の取り扱いについて、説明する。 

（３）個別地域ケア会議の参加者に、個人情報保護の誓約書に署名をいただく。 

 
３ 文書の取り扱い 

（１）個人情報が記載された書類は、会場で配付し、全て回収する。 

（２）地域包括支援センターでは鍵のかかる書庫に保管し、廃棄は機密ごみとして

処分する。 

 

 

 


